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平成２９年度答申第５０号 
平成３０年３月３０日 

 
諮問番号 平成２９年度諮問第４２号（平成３０年１月１０日諮問） 
審 査 庁 厚生労働大臣 
事 件 名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求却下処分に関する件 
 

答  申  書 

 

 審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申

する。 

 

結     論 

 

    本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る判断は妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

１ 事案の経緯等 

各項末尾記載の資料によれば、本件の事案の経緯等は以下のとおりである。 

  ⑴ 故Ｐ（本籍Ａ地）は、大正７年ａ月ｂ日に出生し、昭和１５年９月２４日、

故Ｑと婚姻し、昭和１７年ｃ月ｄ日、同人との間に審査請求人が誕生したが、

同年１０月１９日に死亡した。 

なお、故Ｑは、その後、昭和２０年３月２０日、Ｒと婚姻したが、平成１

８年９月４日に死亡した。 

（改製原戸籍謄本（戸主：Ｓ）） 

（戸籍個人事項証明書（筆頭者：審査請求人）） 

（戦没者等の遺族の現況等についての申立書（審査請求人作成、平成２７年７月３１日付け）） 

⑵ 審査請求人は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和４０年法

律第１００号。以下「特別弔慰金支給法」という。）４条の規定に基づき、

故Ｐに係る第８回特別弔慰金について、Ｂ知事（以下「処分庁」という。）

に対し、請求したが（以下「前回請求」という。）、処分庁は、平成２１年
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１月１４日付けの却下通知書によって、審査請求人の請求を却下した。 

審査請求人は、当該却下処分について、審査庁に対し、審査請求をしたが、

審査庁は、平成２２年１月２１日付けで当該審査請求を棄却した。 

  （戦没者等の遺族に対する特別弔慰金受給権について（依頼）（Ｃ県健康福

祉部Ｄ局社会福祉課援護恩給班長作成、平成２８年５月６日付け）） 

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金受給権について（回答）（厚生労働省

社会・援護局援護・業務課給付係作成、平成２９年１月１９日付け）） 

（審査請求書と題する書面（審査請求人作成（控えの押印あり）、平成２１

年３月２５日付けを平成２９年３月１３日付けに修正したもの）） 

（審査請求の趣旨と理由についての不服申立書（審査請求人作成、平成２１

年３月２５日付けを平成２９年３月１３日付けに修正したもの）） 

⑶ 審査請求人は、平成２７年７月３１日、Ｅ市長を経由して、処分庁に対し、

特別弔慰金支給法４条の規定に基づき、故Ｐに係る第１０回特別弔慰金の請

求を行った（以下、この請求を「本件請求」という。）。 

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書（審査請求人作成、平成２７年７月３１日付け）） 

⑷ これに対し、処分庁は、平成２９年４月２８日、Ｅ市長を通じて、審査請

求人に対し、「死亡者Ｐ様の身分の確認ができず、「軍人、軍属または準軍

属であること」という身分に関する弔慰金の要件を満たしていませんので、

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和４０年法律第百号）第二条

により、あなたは特別弔慰金を受ける権利を有しません。」との却下理由を

記載した平成２９年４月５日付け却下通知書を交付して、本件請求を却下し

た（以下「本件却下処分」という。）。 

（却下通知書） 

（却下通知書の受領書（審査請求人作成、平成２９年４月２８日付け）） 

⑸ 審査請求人は、平成２９年７月２１日、審査庁に対し、審査請求をした。 

（審査請求書） 

⑹ 審査庁は、平成３０年１月１０日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして諮問した。 

（諮問説明書） 

 ２ 本件審査請求の要旨 

審査請求人作成の審査請求書及び反論書には、本件審査請求の理由として、

要旨次のような記載がある。 

  ⑴ 故Ｐは、軍隊に召集され軍で病気になり、日本赤十字病院に入院して亡く
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なっている。故Ｐが軍隊の帽子を被っている写真及び軍の病院で赤十字のマ

ークが付いた服を着用している写真が証拠である。 

  ⑵ 国が戦争中のことは早く消すことにして書類を焼却してしまっている。 

    Ｃ県も国も特別弔慰金の支払を拒んで、書類、書類といっているが、軍隊

の帽子に軍の病院を見て分からないのか。 

  ⑶ よって、本件却下処分の取消しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

審査請求人は、日本赤十字病院は軍の病院と認識しており、故Ｐが軍帽及び赤

十字のマークが付いた服を着用した写真から、故Ｐは軍人として病気にかかり、

日本赤十字病院に入院し死亡したと主張する。 

戸籍によると、故Ｐは、昭和１７年１０月１９日に本籍地において死亡し、戸

主である故Ｐの父が届出をしたことが認められる。また、故Ｐの死亡診断書によ

ると、死亡者の職業が農業となっており、昭和１５年に発病した肺結核により、

昭和１７年１０月１９日にＡ地（本籍と同じ）において死亡したことが認められ

る。 

一方、処分庁及び厚生労働省において、故Ｐに係る軍人軍属又は準軍属として

の身分、履歴等に関する記録がなく、また、審査請求人が提出した写真やその他

の資料等によっても、故Ｐの軍人軍属又は準軍属としての身分、在職期間、傷病

名、傷病の原因を特定したり、死因となった肺結核の治療のために日本赤十字病

院に入院した事実やその入院時期及び期間、経緯等のいずれについても確認する

ことができないから、故Ｐが軍人としての身分を有し、その公務又は勤務に関連

して肺結核にかかったことを確認できる資料はないということになる。 

したがって、本件請求に対して、故Ｐの身分が確認できないため却下を行った

本件却下処分は適正であってこれを維持することが妥当であるから、本件審査請

求には理由がない。 

なお、審理員意見書においても、本件審査請求においては、死亡した者が公務

上の負傷又は疾病により死亡したと認める証拠がない以上、審査請求人を特別弔

慰金の支給対象と認めることはできないことから、本件却下処分が違法又は不当

なものであるとは認められず、本件審査請求には理由がないとしている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によれば、本件審査請求後の手続は次のとおりである。 

ア 審査庁は、本件審査請求の審理手続を担当する審理員として、大臣官房
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総務課審理室長であるＴ（以下「審理員Ｔ」という。）、同室総括審理専

門官であるＵ及び同室審理専門官であるＶ（以下「審理員Ｖ」という。）

を指名し、うち審理員Ｔを審理員の事務を総括する者として指定した。 

イ 処分庁は、平成２９年１０月３日付けで、審理員に対し、弁明書及び関

係資料を提出し、また、審査請求人は、同年１１月１４日に、審理員に対

し、反論書を提出した。 

ウ 審査庁は、本件審査請求の審理手続を担当する審理員として、審理員Ｔ

の指名を取り消し、新たに大臣官房総務課審理室長であるＷ（以下「審理

員Ｗ」という。）を指名し、審理員Ｗを審理員の事務を総括する者として

指定し、平成２９年１２月１日付けの通知書で、その旨を審理関係人に通

知した。 

エ 審理員Ｖは、平成２９年１２月７日付けの通知書で、審理関係人に対し、

審理手続を終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出す

る予定時期が同月１４日である旨を通知した。 

オ 審理員Ｗは、平成２９年１２月８日付けで、審査庁に対し、「審理員 Ｗ」

作成名義の審理員意見書を提出した。また、審理員Ｖは、同日付けで、審

査庁に対し、事件記録を提出した。 

なお、本件請求から諮問書提出までの各手続に要した期間は、以下のとお

りである。 

本件請求受付（Ｅ市長）：平成２７年７月３１日 

（Ｆ知事）：同年８月７日 

（処分庁）：同年１０月２９日 

本件却下処分     ：平成２９年４月２８日（９０週間） 

本件審査請求     ：同年７月２１日（審査庁受付日） 

審理員意見書提出   ：同年１２月８日（審査庁受付日から２０週間） 

諮問書提出      ：平成３０年１月１０日（審査庁受付日から２４週間）    

⑵ 本件審査請求申立てから本件諮問に至るまでの一連の手続は、上記⑴記載

のとおりであり、上記の審理員意見書には、作成名義人として「審理員 Ｗ」

と記載されている。そして、同意見書の冒頭部分の末尾に「なお、本意見書

は、審理員Ｕ及び審理員Ｖとの合議によって作成したものである。」との記

載があるが、同意見書の作成自体も審理手続終結時の審理員全員の共同によ

るものであるとするならば、その点を明確にしておくことが望ましく、作成

名義人として全員の氏名を記載することが適切であると思料する。 
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このほか、上記のとおり本件却下処分に至るまでの期間が請求から９０週

間もの長期間を要しているが、本件請求については後述のとおり調査が必要

であったことを考慮しても、これだけの期間を要した必然性についてはなお

疑問が残るが、その他の点については、本件諮問に至るまでの一連の手続に

違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件却下処分の違法性又は不当性の有無について 

⑴ 特別弔慰金支給法は、３条において、戦没者等の遺族には、特別弔慰金を

支給すると規定している。この「戦没者等の遺族」とは、死亡した者の死亡

に関し、平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和２７

年法律第１２７号。以下「遺族援護法」という。）による弔慰金（以下「弔

慰金」という。）を受ける権利を取得した者をいい（特別弔慰金支給法２条

１項）、「弔慰金を受ける権利を取得した者」とは、昭和１２年７月７日以

後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和１６年１２月８日

以後において死亡した軍人軍属又は準軍属の身分を有していた者の遺族を

いう（遺族援護法３４条）とされており、①死亡した者が軍人軍属又は準軍

属の身分を有していたことと、②死亡が公務上の負傷又は疾病に起因するも

のであることが特別弔慰金支給の要件とされている。 

そして、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則（昭和４０年

厚生省令第２７号）１条２項は、「請求者が法第２条又は法附則第３項の規

定に該当する者として請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を

添えなければならない。」と規定し、請求者が弔慰金を受ける権利の裁定を

受けていることが想定されない特別弔慰金支給法２条２項に該当する者と

して請求する場合に添付すべき書類について、「イ 死亡した者が遺族援護

法第２条第１項に規定する軍人軍属である場合においては、その者の死亡が

昭和６年９月１８日以後における遺族援護法第３条に規定する在職期間（以

下「在職期間」という。）内の公務上の負傷若しくは疾病（遺族援護法第４

条の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされるものを含む。以下同じ。）

又は昭和１２年７月７日以後における在職期間内の事変に関する勤務に関

連する負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類」、

「ロ 死亡した者が遺族援護法第２条第３項に規定する準軍属である場合

においては、その者の死亡が昭和１２年７月７日以後における公務上の負傷

若しくは疾病によるものであること又は同日以後における準軍属としての

勤務に関連する負傷若しくは疾病によるものであることを認めることがで
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きる書類」と規定している。 

他方、「弔慰金を受ける権利を取得した者」とは、必ずしも平成２７年４

月１日までに弔慰金を受ける権利の裁定を受けている者に限らず、同日以前

に受給権が生じていればこれに該当すると解釈運用されているところであ

るが、本件についてこの運用によるとしても、故Ｐの死亡に関し弔慰金を受

ける権利の裁定がされたことがない以上、本件請求の請求手続の中で、故Ｐ

の死亡が公務上の負傷又は疾病によるものであると認められるかなど、本来

遺族援護法の手続中において予定されているのと同様の弔慰金の受給要件

を満たしているか否かの判断が新たに必要となるのだから、本件請求に同施

行規則の上記規定が直ちに適用されるわけではなく、また処分庁においても

公的機関の保管資料等の調査確認にできる限り努めるとしても、最終的には、

請求者がこの要件について立証できなければ、特別弔慰金の請求は認められ

ないものと解される。なお、当審査会としては、このように立証が困難な場

合の不利益を請求者が負担することになることからすれば、弔慰金の支給の

裁定がされていない死亡した者に係る特別弔慰金の請求がされた場合につ

いても、運用上、同施行規則の上記規定や戦傷病者戦没者遺族等援護法施行

規則（昭和２７年厚生省令第１６号）３６条の２第２項に規定されているの

と同様に、弔慰金の受給要件の具備について請求者において提出すべき書類

などを明確化した上で、請求者に周知しておくことが望ましいものと思料す

る。 

⑵ 審査記録（平成２９年１０月３日付け弁明書及びその添付資料、「戦没者

追加書類」と題する書面、反論書）によれば、次の事実が認められる。 

ア 審査請求人は、本件請求に当たって、請求書とともに、日本赤十字病院

に入院中の故Ｐを撮影したものであると主張する写真等を提出したほか、

平成２９年３月１４日に故Ｐの妹らによる陳述書等を添付した「戦没者追

加書類」と題する書面を提出し、さらに、本件審査請求を申し立てた後の

同年１１月１４日に、反論書を提出した。 

イ 故Ｐに係る死亡届及び死亡診断書によれば、故Ｐは、昭和１７年１０月

１９日、Ａ地の本籍地において死亡したものであり、死亡診断書によれば、

死因は肺結核とされ、その発病は、昭和１５年４月とされている。 

（死亡診断書、死亡届） 

ウ ところで、特別弔慰金の支給が認められるためには、上記のとおり、①

死亡した者が軍人軍属又は準軍属の身分を有していたことと、②死亡が公
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務上の負傷又は疾病に起因するものであることが必要であるところ、処分

庁は、審査請求人が本件請求時に提出した資料によっては、これらの要件

が具備していることが確認できないと判断したため、 

 (ｱ) Ｃ県が保管している、(a)戦没者名簿（陸軍において戦没した者のうち

Ｃ県に本籍のある者約４万５０００人について、役種官等・所属・氏名・

生年月日・本籍・留守担当者・死亡年月日・死亡区分・死亡場所・公報

年月日・遺骨交付年月日・死亡賜金等各種諸給付金給付年月日等を記載

したもの）、(b)戦没者総合原票（戦没者名簿等の保管資料を資料として

Ｃ県において作成されたもので、戦没者の戦没年月日・場所、履歴、家

族の状況、恩給・弔慰金・特別給付金・特別弔慰金等の受給歴等を記載

したもの）、(c)陸軍病院名簿（Ｇ病院ほか全国９か所の旧陸軍病院の病

床日誌に記録されていた者のうち、Ｃ県本籍の者の氏名を記載したもの）

を調査したが、これらの中には故Ｐが軍人軍属であったことを示す記録

はなかったこと 

（資料の提出の求めについて（回答）審査庁作成、平成３０年２月８日付け） 

 (ｲ) そこで、平成２８年５月６日付けで、厚生労働省社会・援護局援護・

業務課に対して受給権の有無について照会し、同課は、弔慰金、遺族年

金等の審査・裁定記録及び内地の一部の陸軍病院の入院患者名簿等を確

認したが、これらの資料の中にも、故Ｐの氏名の記載は存在しなかった

ことから、平成２９年１月１９日付けで、故Ｐが軍人としての在職期間

内の公務又は勤務に関連した傷病により死亡したものと確認できる資

料はなかった旨を処分庁に対して回答したこと 

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金受給権について（回答）（審査庁

作成、平成２９年１月１９日付け）） 

 (ｳ) そのため、Ｈ県及びＥ市を介して、平成２９年２月１日頃、審査請求

人に対し、「死亡者Ｐ様については、第八回特別弔慰金却下裁定の際と

同様に、Ｃ県特別弔慰金担当班が、Ｃ県保管資料を確認し、厚生労働省

にも再度照会を行いましたが、軍人としての在職期間内の公務または、

勤務に関連した傷病により死亡したものと確認が出来る資料がなく、援

護法に定める身分を有しているという確認が出来ないため、死亡者につ

いての身分等がわかる新しい資料の提出をしていただきますようお願

いします。」と記載した「第１０回特別弔慰金に関する請求書類の補正

について」と題する書面を送付したが、審査請求人は、軍服を着用した
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故Ｐの写真など前回請求時に提出した写真などのほかには、新たな資料

を提出しなかったこと 

（第１０回特別弔慰金に関する請求書類の補正について（Ｅ市自治振興

課作成、平成２９年２月１日付け）に「戦没者追加書類」で始まるメモ

を加筆したもの） 

がそれぞれ認められる。 

⑶ 審査請求人は、故Ｐが軍隊の帽子を被っている写真及び病院で赤十字のマ

ークが付いた服を着用している写真や故Ｐの妹らの陳述書等を根拠に故Ｐ

が軍人として公務によって死亡したと認められるべきであると主張する。 

確かに、恩給や各種共済組合法などの年金請求手続や特別弔慰金の支給手

続の基礎資料となった陸軍の兵籍及び戦時名簿については、戦災による焼失、

終戦時における連隊区司令部等による焼却及びその後の県庁火災による焼

失などによって滅失したものも少なくないといわれており、Ｃ県においても、

同県を本籍とする陸軍の戦没者に係る資料として陸軍から引き継いだ兵籍

及び戦時名簿がほぼ全ての戦没者を網羅するものであったとは認められな

いことからすれば、上記の各写真等が存在する本件においては、上記⑵ウ(ｱ)

及び(ｲ)の調査の結果から直ちに故Ｐが軍人軍属であった可能性を否定する

ことはできない。 

しかしながら、少なくとも、審査請求人提出の写真や陳述書等の資料を含

め、本件に現れた資料によっては、故Ｐの死亡の原因たる肺結核が軍人とし

ての公務によるものであること（上記②の要件を満たしていること）を認め

ることは困難である。 

⑷ したがって、本件却下処分に違法又は不当な点があるとは認められないか

ら、本件審査請求は棄却すべきであるとした審査庁の判断は妥当である。 

 ３ よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   市   村   陽   典 

委   員   小   幡   純   子 

委   員   中   山   ひ と み 


